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会 議 録 

会議の名称 第４回埼玉中部環境保全組合新たなごみ処理施設等地元協議会 

開催日時 令和６年１月１３日（土）１８時００分 ～ １９時００分 

開催場所 鴻巣市笠原公民館 講座室Ａ・Ｂ 

委員出席者  ２５名 

委員欠席者   ２名 

組合出席者 
藤倉事務局長、田村建設推進課長、池上副参事、西村課長補佐兼

係長、原田主幹、飯塚主査 

会議内容 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）予定地周辺環境について 

（２）エネルギー利用について 

４ その他 

５ 閉会 

 

会議資料 
資料１ 新たなごみ処理施設等周辺環境整備に関する進め方（案） 

資料２ エネルギー利用について（案） 
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発言者 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

〈会長からあいさつ〉 

 

３ 議題 

（１）予定地周辺環境について 

〈事務局より説明〉 

 

議題（１）予定地周辺環境について、ご意見ご質問等があり

ましたらお願いします。 

 

地元の自治会代表者は、この会議に出ているが交通量の増加

や環境について、建設予定地の自治会住民を対象とした説明会

を集会所などで行う予定はあるか。 

 

生活環境全般については第５回地元協議会で話し合いたい

と考えています。また、建設予定地の自治会を対象とした説明

などは、状況に応じて、検討していきます。 

  

  事務局から説明があったが、生活環境全般については第５回

地元協議会で話し合いがあるようなので、その会議の後に事務

局が検討してはどうか。 

 

  第５回地元協議会が生活環境全般の話し合いの１回目とな

ります。その会議の内容を踏まえて、検討します。 

 

  他に無いようなので、予定地周辺環境については事務局案の

とおりとします。 

 

（２）エネルギー利用について 

〈事務局より説明〉 
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議長 

 

 

Ｂ委員 

 

 

事務局 

 

Ｃ委員 

 

議長 

 

 

Ａ委員 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

事務局 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

Ｂ委員 

 

議題（２）エネルギー利用について、ご意見ご質問等があり

ましたらお願いします。 

 

現時点でビニールハウス等でエネルギーを利用したいとい

う希望者はいるのか。 

 

現時点で利用希望者は確認できていません。 

 

  施設などは作らず、売電収入のみになるということか。 

 

本日の会議は、地元の要望などを話し合うための会議と考え

ています。 

 

  場内で使用した残りの電力のみでも、収入を見込めるのか。 

 

  ある程度は、見込めると考えています。 

 

 他に質疑等ございますか。 

〈質疑なし〉 

 

他に質疑等が無いようですので、事務局は本案を基に、今後

も協議を進めてください。 

 

４ その他 

 

  組合に対して、反対の要望書が出ていると聞いたが、その内

容を閲覧できるのか。 

 

  個人情報も記載されているため、そのまま開示することはで

きませんが、書いてある内容をお伝えすることはできます。 

 

笠原土地改良区の会議を２月 1８日に開催する。各自治会で

農業関係の要望がある場合は、笠原土地改良区の理事まで、お

知らせいただきたい。 

 

  笠原土地改良区から出ていた要望書の内容を取りまとめて

もらいたい。 
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事務局 

 

Ｆ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 
 

  笠原土地改良区と調整して進めていきます。 

 

  県道の拡幅工事の計画はどうなっているか。歩道の延伸や拡

幅工事については、建設工事の工事車両の影響を考慮する必要

がある。次回、工事の計画について教えてもらいたい。 

  

  工事の計画などについては、北本県土整備事務所に確認し、

次回の地元協議会で報告します。 

   

 他に無いようですので事務局から２点報告させていただき

ます。 

１点目といたしまして、次回の第５回地元協議会は、３月 

１２日（火）午後６時から笠原公民館で行います。 

２点目は生活環境影響調査の業者が決まりましたので、報告

いたします。業者名は株式会社静環検査センターです。現地調

査等行いますのでよろしくお願いいたします。 

 

以上２点を含め、全体を通してご質問はございますか。 

 

前回の会議でも建設予定地は明確に示されていない。この状

況で現地確認ができるのか。また、建設予定地が明確に示され

ない理由も教えていただきたい。 

 

 生活環境影響調査は、概ねの位置が決まっていれば、進める

ことができます。建設予定地の面積等が明確でないのは、現在、

建設検討委員会で施設の規模などを検討中のためです。 

 

５ 閉会 

〈副会長から閉会のあいさつ〉 

 
 


